
業　務　内　容

　認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分ではない
人の権利や財産を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを
目指して、成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワーク
の中心となる機関です。

身寄りがいない
ので将来に
備えたい

医療や
福祉サービスの手続き

に不安がある

新ひだか町静内緑町４丁目５番１号（保健福祉センター内）

電話　０１４６－４３－１１１１

令和６年４月から設置しています。

物忘れで
金銭管理ができなくな

ってきた

新ひだか町　成年後見制度利用促進機関

中　核　機　関

こんなご相談に対応します

地域包括支援センター

中核機関とは…

近所の人が心配
最近話がかみ
合わない…

成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること

成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること

市民後見人の育成及び支援に関すること
成年後見人等の支援に関すること

成年後見人制度を利用するにあたっての費用面の助成

０５６－０００４

お問い合わせ先



  Q.どのような人が後見人になる
　　の？

  A. 主に家族や親戚のほか、福祉
　　の専門家、法律の専門家、福
　　祉団体（法人）、市民後見人
　　

  Q.後見人へ支払う費用は？

 A. 親族が後見人になる場合は、報酬
　  が発生しない場合はありますが、
　  平均額は
  在宅の方 10,000～28,000円/１月
  施設の方 10,000～18,000円/１月

成年後見人等の報酬

法定後見制度

財産管理

　　 〇年金などの受け取り手続き
　 　〇公共料金・福祉サービス利用料などの
　　　 日常生活における費用の支払い
　 　〇不利益な契約の取り消し

　　 〇公共機関からの書類手続き
　　 〇住所変更や保険手続きなど

身上保護

　　 〇福祉サービスや入院に関する手続き
　 　〇施設入所に関する契約行為など

　 　〇本人の状況に変化がないかの確認
　 　〇意向や安心して生活が送れるような
　　　 環境であるかの確認など

成年後見制度を利用すると
こんなことができます。

成年後見制度

任意後見制度
すでに判断能力が不十分 判断能力があるうちに

保佐 補助

重度 中度 軽度

（成年後見人） （保佐人） （補助人）

　〔手続き先〕　　　　家庭裁判所　　　　　　　　　　　公証役場

任意後見契約
（任意後見人）

成年後見人等ができないこと

〇手術や延命治療などの医療同意
〇保証人や連帯保証人になること

〇掃除、洗濯、調理、買い物などの家事行為

後見人等は報酬付与の申立てをすることがで
き、報酬額は家庭裁判所が決定します。

　「法定後見制度」を利用するには？
家庭裁判所への申立て

をします。
家庭裁判所での書類の
審査等があります。

後見人等が決定され　　
利用開始

通帳の管理や支払いなどの財産管理

書類などの手続きのお手伝い 定期的な訪問で生活状況等を確認

入退院や福祉サービスの手続・解約など

必要な書類が決められています。
（家庭裁判所にあります。）

家庭裁判所から本人調査がある場合
があります。裁判官が成年後見人を
選任します。

家庭裁判所が成年後見人等を決め、　
審判（決定）の確定後、成年後見人　
等の支援が始まります。

　※成年後見制度の申立てを行うと、相当の理由がない限り、途中で取り下げることはできません。
　※任意後見制度については、公証役場にお問い合わせください。

静内地区 静内出張所　三石地区 浦河支部　

後見

  Q.申立てできる人は？

  A. 本人、配偶者、四親　　
　　等内の親族、市町村
　　長など

  Q.申立て費用は？

  A. 10,000円程度
　　※鑑定必要な場合は
　　　　　50,000円程度


